
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通局職員の懲戒処分について 
 

 

仙台市交通局では、本日、以下のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせします。 

 

 

１ 所属     交通局鉄道管理部 

 

２ 職名     技師 

 

３ 年齢     ３７歳 

 

４ 処分の内容  懲戒免職 

 

５ 処分の理由 

当該職員は、令和６年４月１８日から６月３日までの間、多賀城市内の同一住居に４回にわたっ

て侵入したほか、令和６年７月１３日、多賀城市内の商業施設の女性用トイレに侵入し、個室内の

女性の姿態をスマートフォンで撮影しようとした。 

上記の行為により、８月２２日付で住居侵入・建造物侵入・性的姿態等撮影未遂の罪名で起訴さ

れており、当該内容について本人が認めたもの。 

 

６ 処分年月日  令和６年１１月１３日 

 

 

記 者 発 表 資 料 
令和６年１１月１３日 

（担当）交通局総務課 


